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第４章 計画の効果的実施 

第１節 計画の推進体制と各主体の連携  

 

１ 計画の推進体制 

本計画を効果的に推進し、目標達成を図るためには、国、府、関係市町が最大限の努

力を払うことはもとより、府民及び事業者を含む各主体が環境に配慮した取組みを優先

して行動することが重要である。 

府では、大阪府環境基本条例に基づき、府庁内の豊かな環境の保全と創造のための推

進体制として、「環境行政推進会議」を設置しており、機関相互の緊密な連携及び施策の

調整を図っていく。また、府民、事業者、民間団体や市町村とで構成する「豊かな環境

づくり大阪府民会議」において、豊かな環境の保全と創造に関する施策を積極的に推進

する。さらに、連たんする京都地域、兵庫地域、奈良地域及び和歌山地域との連携のも

と公害防止施策等が効果的に推進されるよう、関西広域連合等の場を活用するなど関係

府県が緊密な連絡調整を図り、広域的な取組みを進める。また、国の地方支分局とも、

後述の各種協議会を活用し、緊密な連携を図りながら広域的・総合的に計画の効果的な

推進を図っていく。 

 

２ 各主体との連携 

(1) 関係機関との連携 

府及び市町は公害を防止し、生活環境を保全することにより、府民の健康を保護す

るため、それぞれの立場から環境行政組織の整備・拡充に努めてきたところである。 

府の公害・環境行政組織を図４－１－１、対象地域の市町の公害防止計画の担当課

を表４－１－１に示す。 

また、公害対策を府、市町村及び国の関係機関等の広域的な調整、連携のもとで総

合的に推進するための組織は、表４－１－２のとおりである。 
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（平成 23年４月１日現在） 

知 事
環境審議会 (委員 42名）

環 境 農 林水 産総務課 環境農林水産総合研究所
副 知 事 公害審査会 (委員 15名）

農 と 緑 の 総 合 事 務 所
環 境 農 林 水 産 部 （北部、中部、南河内、泉州）

み ど り ・ 都 市 環 境 室 地 球 環 境 課

み ど り 推 進 課

循 環 型 社 会 推 進 室 資 源 循 環 課

産 業 廃 棄 物 指 導 課

環 境 管 理 室 環 境 保 全 課

事 業 所 指 導 課

交 通 環 境 課

農 政 室 推 進 課

整 備 課

流 通 対 策 室 中 央 卸 売 市 場

水 産 課

動 物 愛 護 畜 産 課 家 畜 保 健 衛 生 所

総 務 部 税 務 室
市 町 村 課

府 民 文 化 部 男女参画 ・府民協働課 消 費 生 活 セ ン タ ー

政 策 企 画 部 空 港 戦 略 室

健 康 医 療 部 保 健 医 療 室 保 健 所

食 の 安 全 推 進 課

環 境 衛 生 課 公 衆 衛 生 研 究 所

商 工 労 働 部 企 業 誘 致 推 進 課

バ イ オ 振 興 課

商 工 振 興 室 産 業 技 術 総 合 研 究 所

計 量 検 定 所
経 営 支 援 課

も の づ く り 支 援 課

金 融 支 援 課

都 市 整 備 部 都 市 整 備 総 務 課 港 湾 局

箕 面 整 備 事 務 所

総 合 計 画 課

交 通 道 路 室 道 路 整 備 課

都 市 交 通 課

道 路 環 境 課

河 川 室 河 川 整 備 課

ダ ム 砂 防 課

河 川 環 境 課

下 水 道 室 経 営 企 画 課

事 業 課

公 園 課

住 宅 ま ち づ く り 部 居 住 企 画 課

建 築 指 導 室

建 築 振 興 課

住 宅 経 営 室 経 営 管 理 課

住 宅 整 備 課

施 設 保 全 課

公 共 建 築 室

タ ウ ン 推 進 室 管 理 課

誘 致 分 譲 課

整 備 課

教 育 委 員 会 教 育 振 興 室

市 町 村 教 育 室

施 設 財 務 課

文 化 財 保 護 課

公 安 委 員 会 警 察 本 部 生 活 安 全 部 生 活 環 境 課

交 通 部 交 通 規 制 課

駐 車 対 策 課

交 通 指 導 課

図４－１－１ 府における環境行政主要組織概要図 
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部（局） 課（室）等 部（局） 課（室）等

大阪市 環境局環境管理部 環境管理担当 河内長野市 環境共生部 環境保全課

堺市 環境局環境保全部 環境総務課 松原市 市民生活部 環境予防課

岸和田市 環境部 環境保全課 大東市 市民生活部 環境政策課

豊中市 環境部 環境政策室環境保全チーム 和泉市 環境産業部 環境保全課

池田市 市民生活部 環境にやさしい課 箕面市 市民部 環境政策課

吹田市 環境部 地域環境室環境保全課 柏原市 市民生活部 環境保全課

泉大津市 市民産業部 生活環境課 羽曳野市 生活環境部 環境衛生課

高槻市 環境部 環境政策室環境保全課 門真市 環境事業部 環境対策課

貝塚市 環境生活部 環境政策課 摂津市 生活環境部 環境対策課

枚方市 環境保全部 環境公害課 藤井寺市 市民生活部 環境政策課

茨木市 産業環境部 環境保全課 東大阪市 環境部 公害対策課

八尾市 経済環境部 環境保全課 四條畷市 市民生活部 生活環境課

泉佐野市 生活産業部 環境衛生課 交野市 環境部 環境保全課

富田林市 産業環境部 みどり環境課 大阪狭山市 市民部 生活環境グループ

寝屋川市 環境部 環境政策課 忠岡町 住民部 生活環境課

（平成２３年４月１日現在）

市町村名

環境担当行政組織

市町村名

環境担当行政組織

表４－１－１ 公害防止計画地域内の市町公害対策担当課一覧  
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表４－１－２ 府、市町村及び国の関係機関等による主な組織（平成 23年４月１日現在） 

 組 織 の 名 称 組 織 の 主 な 構 成 員 

 

 

府 

 

域 

 

を 

 

超 

 

え 

 

る 

 

組 

 

織 

近畿環境担当部局長会議 滋賀県､京都府､大阪府､兵庫県､奈良県､和歌山県､関係市 

近畿大気汚染常時監視連絡会 滋賀県､京都府､大阪府､兵庫県､奈良県､和歌山県､関係市 

近畿８府県市自動車環境対策協議会 京都府､大阪府､兵庫県､奈良県､京都市､大阪市､神戸市､奈

良市､堺市 

近畿府県主要都市騒音振動連絡会 滋賀県､京都府､大阪府､兵庫県､奈良県､和歌山県､大阪市､

神戸市､堺市､姫路市､和歌山市、奈良市、高槻市、東大阪市、

西宮市、尼崎市、大津市 

大阪国際空港騒音対策委員会 国土交通省､大阪府､兵庫県､関係市､航空会社､(財)空港環

境整備協会 

淀川水上オートバイ関係問題連絡会 近畿運輸局、海上保安庁、近畿地方整備局、大阪府警、大

阪府、大阪市、高槻市、守口市、枚方市、寝屋川市、摂津

市、日本小型船舶検査機構、関西マリン事業協会、ＰＷ安

全協会 

瀬戸内海環境保全知事・市長会議 京都府､大阪府､兵庫県､奈良県､和歌山県､京都市､大阪市､

神戸市､他関係県市 

淀川水質汚濁防止連絡協議会 近畿地方整備局､大阪府､京都府､兵庫県、奈良県､滋賀県、

三重県、大阪広域水道企業団、水資源機構関西支社 他 

大和川水環境協議会 近畿地方整備局､大阪府､奈良県､関係市町村 

神崎川水質汚濁防止連絡協議会 近畿地方整備局､大阪府､兵庫県､関係市町、水資源機構関西

支社 他 

近畿ブロック知事会議 
 

福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良

県、和歌山県、徳島県 

大阪湾環境保全協議会 大阪府、兵庫県、和歌山県、関係市町 

社団法人瀬戸内海環境保全協会 瀬戸内海関係府県、政令市、中核市、漁業組合連合会等 

淀川水質協議会 大阪府、大阪市、守口市、枚方市、寝屋川市、吹田市、尼

崎市、伊丹市、西宮市、阪神水道企業団 

 

府 

内 

の 

組 

織 

関西国際空港環境監視機構 大阪府､関係市町 

関西国際空港の飛行経路問題に係る
協議会 

国土交通省、大阪府、関係市町、関西国際空港㈱   

大阪自動車環境対策推進会議 近畿地方整備局､近畿運輸局､大阪府､大阪市､大阪府警､軽

自動車検査協会 他 

大阪自動車排出窒素酸化物及び粒子
状物質総量削減計画策定協議会 

近畿農政局､近畿経済産業局､近畿運輸局､近畿郵政局､近畿

地方整備局､公安委員会､大阪府､関係市町 他 

大阪府道路環境対策連絡会議 近畿経済産業局､近畿運輸局､近畿地方整備局､大阪府警､大

阪府､大阪市､堺市、西日本高速道路㈱､阪神高速道路㈱ 

南海本線･ＪＲ阪和線騒音･振動等問
題協議会 

近畿運輸局､大阪府､関係市町､鉄道事業者 

豊かな環境づくり大阪府民会議 大阪府、市町村、学識経験者、府民団体、事業者団体、関

係団体等 
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 (2) 事業者との連携  

府は、関西電力(株)と公害防止協定を締結し、府域に所在する３発電所（平成 23

年３月現在）からの窒素酸化物等の排出量を厳しく制限している。また、対象地域の

市町においても、企業との間で、870 件の公害防止協定を締結している(平成 22 年３

月末現在)。今後も、これらの協定に基づき、公害の防止のため、事業者との協力体制

の強化を図る。 

また、各事業者に対して、公害の防止に関して適切な助言や指導を行う。 

 

(3) 住民、民間団体との連携 

地域住民、民間団体に対しては、当地域の環境の状況や環境の保全に関し講じた施

策等の情報を適切に提供するなど、本計画に記載した施策の推進に対する理解と協力

を得ていくとともに、相互交流の場の提供や機会づくりを行う。また、環 

境ＮＧＯ／ＮＰＯなど民間団体の環境保全活動を支援するなど、各主体とのパートナ

ーシップに向けた取組みを推進する。 

さらに、適宜、地域住民、民間団体の意見を聞きつつ、それを踏まえた施策を実施

していく。 
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第２節 各種計画との連携  

 

１ 環境保全計画との連携 

本計画の運用にあたっては、「大阪 21世紀の新環境総合計画」など他の環境保全に関

する諸計画等との整合が図られるよう配慮するものとする。 

特に、当地域において策定されている「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有

量に係る総量削減計画」や「自動車 NOx･PM総量削減計画」等については、その的確かつ

円滑な実施が図られるよう配慮する。 

当地域において策定されている環境保全に関する諸計画の概要を表４－２－１に示す。 

本計画の策定にあたっては、既存の諸計画との整合性に十分配慮したが、今後、当地

域の開発に関しては、本計画との調和が図られることが重要である。 

また、当地域において策定されている「大阪 21世紀の新環境総合計画」と当計画が、

全体として整合し、かつ、円滑に実施されるよう配慮するものとする。 
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表４－２－１ 関連諸計画一覧  

 

区    

分 
関 連 諸 計 画 等 概  要 根拠法令 

策定

年月 

環

境

全

般 

大阪２１世紀の新環境総合計画 

「府民がつくる暮らしやすい、環

境・エネルギー先進都市」を目指し、

2020年度までを目標とする府の環境

に関する施策展開の基本方向を定め

た計画 

大阪府環境基本条例 H23 年

3月 

 

大

気

汚

染 

大阪府自動車排出窒素酸化物及び

自動車排出粒子状物質総量削減計

画 

対策地域全体において二酸化窒素及

び浮遊粒子状物質の環境基準を達成

する 

※現在、次期計画策定中 

自動車から排出され

る窒素酸化物及び粒

子状物質の特定地域

における総量の削減

等に関する特別措置

法 

H15 年

7月 

大阪府交通道路マスタープラン 

概ね平成３７（２０２５）年を目標

とした、長期的な交通政策の方向性

を示したもの。 

 

 H16 年

3月 

 

水

質

汚

濁 

化学的酸素要求量、窒素含有量及

びりん含有量に係る総量削減計画 

大阪湾の水質保全 

（目標年度：平成２６年度） 

水質汚濁防止法 

瀬戸内海環境保全特

別措置法 

H24年 

 2月 

２１世紀の大阪府下水道整備基本

計画（ROSE PLAN） 

「豊かで安心して暮らせるまちづく

りと持続的発展可能な循環型社会の

創出」を基本理念とした中長期の下

水道計画 

 

― H14 年

3月 

公共用水域及び地下水の水質測定

計画 

 水質汚濁防止法 毎 年

度 

瀬戸内海の環境の保全に関する大

阪府計画 

瀬戸内海の水質及び自然景観の保全 瀬戸内海環境保全特

別措置法 

H14 年

9月 

大阪湾流域別下水道整備総合計画 

 

環境基準の達成 

（目標：平成 37年度） 

下水道法  

淀川水系寝屋川流域水環境改善緊

急行動計画（寝屋川清流ルネッサ

ンスⅡ） 

寝屋川流域の水環境改善に向けた、

下水道事業、河川事業などの行動計

画。（目標：平成 23年度） 

※現在、後継計画策定中 

― H16 年

5月 
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大和川水環境改善計画 

大和川水系の水環境改善に向け、発

生源対策、汚濁負荷削減対策、河川

の本来機能の再生対策、目標達成が

困難な支川の重点対策、調査研究の

推進などの施策を定めた計画。 

（目標：平成 27年度） 

― H24 年

2月 
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第３節 計画の進捗状況の点検 

 

本計画は、平成 23年度から平成 32度までの 10年計画であり、第１章に掲げた計画の目

標を概ね達成させるため、第２章及び第３章に掲げた達成目標が計画期間内に達成される

ように掲げた施策等を推進する。 

そして、施策の進捗状況及び環境の状況等を把握するため、毎年度の現況調査により施

策の再点検を行う。また、中間年度においては中間点検を行い、計画終了時において最終

点検を行い、適切な進行管理とともに分析評価を実施する。 

 
１ 計画の進行管理 

(1) 進行管理の流れ 

施策の効果的な推進を図るため、毎年度、環境質及び施策の進捗状況の把握を行い、

最終年度においては、目標の達成状況等に係る点検を実施する（図４－３－１）。 

 

(2) 計画の現況調査（毎年度） 
各年度において現況調査を行い、環境質の状況及び本計画に掲げられた施策の実施

状況を把握するとともに、実施が遅れている施策を中心に問題点や課題を抽出し、施

策の効果的な実施に向けての改善を図る。 

 
(3) 計画の中間点検（中間年度） 

計画の中間年度においては、平成 23年度から平成 26年度までの施策の実施状況を

踏まえて、本計画に掲げられた各種施策の進捗状況や環境質の状況等を把握し、施策

の実施効果について中間点検を実施するとともに、それらの結果を踏まえ、施策の実

施・運用等に関する再点検を行う。 

 
(4) 計画の最終点検(計画期間終了年) 

10年間の計画期間を経て、計画に掲げられた達成目標がどれだけ達成されたか、そ

して様々な施策がどのような効果をあげ、どういった問題点があったか等、分析評価

を行い、今後の公害防止施策の推進に役立てる。 
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図４－３－１ 計画の進行管理の流れ 
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